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 指定障害福祉サービス事業者等に対する指導監査について 

 

１． 指導 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「総合支援

法」という。）、児童福祉法及び関係法令に定める自立支援給付等の取扱い、自立支

援給付等に係る費用の請求に関する事項について周知徹底させることを目的とし

て実施します。 

 

 （１）集団指導（事業所（施設）説明会） 

   指導対象となる事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。原

則として、１年に１度、制度改正の概要や事業所（施設）の運営に係る留意点等

を説明します。 

 

 （２）実地指導 

   指導対象となる事業所（施設）において、事業所が指定基準に基づいて事業の

運営を行っているか、備品、設備、その他関係書類を確認します。 

 

２． 監査 

  自立支援給付対象サービス等の内容について、次に示す情報等を踏まえて、指定

基準違反等が認められる場合、若しくは指定基準違反等の疑いがあると認められる

場合に、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実

施します。 

  ・ 通報・苦情・相談等に基づく情報 

  ・ 市町村、相談支援事業所等へ寄せられる苦情 

  ・ 自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者 

  ・ 実地指導において確認された指定基準違反等 

 

３． 指導及び監査の根拠 

 （１）総合支援法 

第９条～第１２条、第４８条～第５０条、第５１条の２７～第５１条の２９、

第６６条～第６８条、第８１条～第８２条、第８５条～第８６条 

 （２）児童福祉法 

第１９条の１６、第２１条の５の２２～第２１条の５の２４、第２４条の３

４～第２４条の３６、第５７条の３～第５７条の３の３、第５７条の４ 
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４． 指導及び監査の対象 

 （１）自立支援給付対象サービス実施者、指定障害福祉サービス事業者、指定障害

者支援施設設置者、障害児通所給付対象サービス実施者、指定障害児通所支援

事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談

支援事業者、指定自立支援医療機関、指定自立支援医療機関の開設者及びこれ

らであった者 

 

 （２）上記（１）の従業者及び従業者であった者 

 

５． 人員、設備及び運営の基準（障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設） 

  障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設は久留米市条例に基づき事業を実

施することとなっています。 

  平成２５年４月からは、国省令より久留米市条例によることとなりましたが、各

条例の解釈については、改正後も解釈通知等に準じて取り扱うこととなっています。 

  また、介護給付費及び訓練等給付費については、報酬告示等に基づき算定するこ

ととなっています。 

 

【基準条例】 

 ① 「久留米市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例」（平成

24年久留米市条例第 30号） 

 ② 「久留米市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例」（平成 24年久

留米市条例第 31号） 

 ③ 「久留米市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営の基準に関する

条例」（平成 24年久留米市条例第 32号） 

 ④ 「久留米市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例」

（平成 24年久留米市条例第 33号） 

 

 

【解釈通知等】 

 ① 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成

18年 12月 6日障発第 1206001号） 

 ② 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 19年 1月

26日障発第 0126001号） 
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【報酬告示等】 

① 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準」（平成 18年 9月厚生労働省告示第 523号） 

② 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月 31 日

障発第 1031001号） 

 

 

６． 人員、設備及び運営の基準（障害児通所支援事業所） 

  障害児通所支援事業所については、久留米市条例に基づき事業を実施することと

なっています。 

  また、障害児通所給付費については、報酬告示等に基づき算定することとなって

います。 

 

 

【基準条例】 

「久留米市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例」

（令和元年久留米市条例第 55号） 

 

 

【解釈通知等】  

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準につ

いて」（平成 24年 3月 30日障発 0330第 12号） 

 

 

【報酬告示等】 

① 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の

算定に関する基準」（平成 24年 3月 14日厚生労働省告示第 122号） 

② 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の

算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 24 年 3 月

30日障発 0330第 16号） 
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７． 実地指導及び監査の流れ 

  実地指導については、通常２週間から１か月程度前までに事業所に対し実施する

旨の連絡を行います。実地指導の結果、改善が必要な場合は、市が定めた期日まで

に改善報告書の提出を求め、又誤って報酬を算定している場合は、過誤申請により

適正に算定してもらいます。 

  一方、監査については、あらかじめ実施する旨の連絡をせず実施する場合があり

ます。監査の結果、改善が必要な場合は、勧告・命令を経て、指定の取消等（指定

取消及び効力の全部若しくは一部停止）の処分を行う場合があります。また、報酬

の算定について、不正等が発覚した場合、指定の取消し等の処分に加え、算定した

報酬に４０％の額を上乗せして返還させます。 

 

                                       

   実地指導                                

   実施の連絡     通報・苦情・相談等                 

                                       

     ↓                                 

                 ↓                     

   実地指導の                               

    実 施    →   監査の実施                   

                                       

     ↓           ↓                     

                                       

   実地指導の        勧 告     ※ 勧告に従わなかった場合、 

   結果の通知       報告書提出     公示することがあります。  

                                       

     ↓           ↓                     

                                       

  改善報告書の提出      命 令     ※ 命令・指定の取消等を行う 

    過誤申請       報告書提出     前に聴聞又は弁明の機会が  

                         付与されます。       

                 ↓                     

                        ※ 命令・指定の取消等を行っ 

               指定の取消等    た場合、公示し、報酬に 40％ 

                         の上乗せをして返還。    

 


